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分割移換中の対象者が加入資格喪失するときの
手続きです。

加入者資格喪失日の翌月末日までに一括入金し
て制度移換を終了させます。

制度移換の対象者が加入者資格喪失するときの手続き

(６)退職給与制度からの制度移換が
継続中(分割移換中)で

加入者資格喪失するとき

(５)制度移換登録内容の訂正

間違えて送信した制度移換の内容を訂正します。

(３)制度移換の登録
（退職給与制度初回入金）

(４)制度移換の登録
（退職給与制度２回目以降の入金）

退職給与制度からＤＣ制度に資産と期間を移しま
す。分割で移すことになり、初回の入力を行いま
す。

制度移換金額のみをＮＲＫに登録します。
分割２回目以降は、期間は入力不要です。
最終回の場合は、終了区分を「 2 （制度移換終
了）」にします。

制度移換の登録と入金

(１)制度移換とは
(２)制度移換の登録

（中小企業退職金共済、厚生年金基金制度、確定
給付企業年金制度）

「そもそも制度移換って、何？」という疑問にお答
えします。

中小企業退職金共済、厚生年金基金制度、確定
給付企業年金制度からＤＣ制度に資産と期間を移
します。「制度移換金データ」にて金額と期間をＮ
ＲＫに通知します。

他の退職金制度から

資産を持込む手続き（制度移換）

◎３-２-３．
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サ-44 制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ入力シート

◆ ア ッ プ ロ ー ド フ ァ イ ル

ア-CSV-20 制度移換金データ
ア-CSV-44 制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ

◆ ダ ウ ン ロ ー ド フ ァ イ ル

ダ-CSV-06 制度移換状況データ

◆ メ ー ル
メールＩＤ メール名

ファイルＩＤ

メ-21 制度移換入金対応のお願い

サ-20-C

ファイルＩＤ ファイル名

サ-20-B

ファイル名

サ-20-A3 制度移換金（確定給付企業年金・規約型）データ入力シート
制度移換金（確定給付企業年金・基金型）データ入力シート

関 連 画 面 ・ データファイル ・ メール 

ホームメニュー 画面名
◆ 画 面

なし

サ-20-A2

制度移換金（退職給与制度・初回）データ入力シート
制度移換金（退職給与制度・二回目以降）データ入力シート

制度移換金（厚生年金基金/中小企業退職金共済）データ入力シートサ-20-A1

◆ サ ポ ー ト シ ー ト
サポートシートＩＤ サポートシート名
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ご注意

(７)退職給与制度からの制度移換
（分割移換）を異動元企業で終了させる

(８)退職給与制度からの制度移換
（分割移換）の未移換分を

異動先企業に引継ぐ

分割移換中に、所属企業変更（プラン内異動）す
るときの手続きです。

事前に異動元企業で一括入金して制度移換を終
了させます。

異動元企業から異動先企業へ分割移換を引継ぐ
際の手続きです。

ＮＲＫは、「（７）退職給与制度からの制度移換（分
割移換）を異動元企業で終了させる」を推奨してい
ます。

（９）「制度移換金データ」「制度移換金（退職
給与制度・入金なし終了）データ」のアップロー

ドファイル作成時に注意すること

退職給与制度からの制度移換が継続中（分割移換中）の
プラン内異動の取扱い

ご参考

ご参考

アップロードファイル作成時にご注意頂く事項を、

記述します。

各関係者の役割や、複数の制度移換がある場

合について紹介します。
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◆ 移 換 元 制 度 区 分

◆ 移 換 通 算 加 入 者 等 期 間

◆ 移 換 通 算 加 入 者 等 期 間 起 点 年 月 日

◆ 終 了 区 分

関 連 用 語

老齢給付金の支給要件判定に使用する加入起算年月日になります。
通常、移換元制度の加入日等です。

退職給与制度を分割移換するときに、今回の払込みで分割移換が終了するかどうかを確認する項目のことで
す。分割移換が継続中であり、分割移換が終了していない場合に、分割移換の終了前に移換や給付裁定の処
理は行わないようにします。

制度移換を行う元となる制度の区分のことです。
厚生年金基金：「 03 」、中小企業退職金共済：「 06 」、退職給与制度：「 13 」、
確定給付企業年金(基金型)：「 14 」、確定給付企業年金(規約型)：「 15 」

老齢給付金の支給要件判定に使用する移換元制度の加入者期間のことです。
確定拠出年金制度発足後の制度移換で、ＤＣ制度との重複期間や別の制度移換等により通算加入者等期間
に算入済みの期間との重複期間は控除します。
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中小企業退職金共済 一括移換のみ
厚生年金基金制度 一括移換のみ

【イメージ図】
ある加入者の例（退職金制度の対象となった期間とＤＣの加入期間に重複がない前提）

移換する資産 移換元制度 移換の方法

既存の制度の全て
または一部

確定給付企業年金制度
（基金型・規約型）

一括移換のみ

退職給与制度
分割移換のみ（期間は、分割移換の初回の
年度を含め４年度以上８年度以内）

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

(1)制度移換とは

ＤＣ資産 ＋ 期間

企業の

企業年金制度

退職給与制度

制度移換とは

企業（企業型年金の実施事業所）が導入している企業年金制度または退職給与制度の、資産の全部ま

たは一部をＤＣ制度に移行する手続きです。

複
数
制
度
か
ら

の
移
換
も
可

退職給与制度からの制度移換（分割移換）終了前に加入者資格を喪失した場合は、加入者資格喪失日の

翌月末日までにＤＣ制度への払込みが終了していない金額（未移換金）をすべて払込みます。

ご注意ください

企業年金制度

退職給与制度
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移換通算加入者等期間起点年月日

確定拠出年金の加入年月日

01

制度移換金データの入力内容

移換通算加入者等期間起点年月日 １９７３年７月１日 19730701

移換通算加入者等期間年数 ３０年 30

１ヵ月移換通算加入者等期間月数

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換では、資産だけでなく期間も移します。

ここでは、給付裁定のときに支給要件の判定に使用する「移換通算加入者等期間（年数・月数）」と
「移換通算加入者等期間起点年月日」とは何かをご説明します。

（厚生年金基金制度、確定給付企

業年金制度など、移換元制度の加

入年月日）

移換通算加入者等期間 ３０年１ヵ月

１９７３年７月１日 ２００３年８月１日
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 ●前提
加入者登録は、既に完了しているものとします。

企業 または 基金

制度移換金額、移換通算加入者等期間などを確認

ダ

企業 または 基金

①「制度移換金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信

２

ア サ

ﾁｪｯｸ

３

送信期限：

入金予定日

の２営業前

１７：００まで

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

(2)制度移換の登録（中小企業退職金共済、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度）

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録

Ｏ Ｋ エラー

Ｎ Ｒ Ｋ

①制度移換予定年月日計算

②「制度移換金業務対応のお願い」を作成・送信

制度移換入

金予定日の

前月同日の

翌日、前月

同日が存在

しない場合

は前月末日

（非営業日

の場合は前

営業日）の

翌日

１

スケジュール

Ａ



3-2-3(2)制度移換の登録（厚年基金、確給）-2

※入金予定日の１ヶ月前（前月同日）が存在しない場合は、前月末日（非営業日の場合は前営業日）となります。

●

データ送信後、データ送信状況照会の画面に表示される合計金額で確認できます。

例：

各加入者の
制度移換金の額
の合計

制度移換金合計額（円） 制度移換金（円）

Bさん 3,500,000

「制度移換金データ」の送信

「制度移換金データ」の送信に際しては、加入者登録が完了していることが前提となります。
サポートシートでデータを準備する場合、制度移換を行う元となる制度によって「制度移換金（厚生年金基金/
中小企業退職金共済）データ入力シート(サ-20-A1)」、「制度移換金（確定給付企業年金・基金型）データ入力
シート(サ-20-A2)」、「制度移換金（確定給付企業年金・規約型）データ入力シート(サ-20-A3)」を選択して使用
してください。
アップロードデータを直接作成する場合、「４－１－１．（４）制度移換金データ」をご参照のうえ作成ください。

「制度移換金データ」の確認ポイント

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

「制度移換業務対応のお願い」を作成・送信

「制度移換予定通知情報」を登録している場合、登録されている入金予定年月日の１ヶ月前の翌日に「制度移
換業務対応のお願い」メールを送信します。

18,700,000 Aさん 15,200,000

合計額が、各加入者の制度移換金の額を足し上げた合計の認識と一致しているか

サア２

金額の認識は

あっていますか？

画

ア ：アップロード サ ：サポートシート 画 ：画面
ダ

：ダウンロード ：メール
ﾁｪｯｸ

：システム

チェック

１

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度移

換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご参照く

ださい。

アップロードファイルを作成する際の注意事項

ご注意ください
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企業 または 基金

ＮＲＫシステム（ホスト）に登録された制度移換金額を移換

元制度から送金

入金予定日

Ａ

Ｎ Ｒ Ｋ

「制度移換入金対応のお願い」を作成、送信

４
制度移換入

金対応のお

願い作成日

制度移換金

入金予定日

の6営業日

前夜間

制度移換入

金対応のお

願い作成日

翌日の朝
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加入者ごとの制度移換登録内容の確認

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、翌日
にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

制度移換金額と移換通算加入者等期間などは、ダウンロードデータの
「制度移換状況データ」でご確認ください。

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

３

ダ

制度移換金の運用割合を指定せず、事業主掛金の運用割合の指定を行った場合、事業主掛金の運用

割合で制度移換金の入金後に購入を行います。

ご注意ください

運用商品の指定を加入後に行う場合、企業から加入者に対してＷＥＢもしくはコールセンター等で運用商

品を指定するように、案内ください。

≪運用割合を指定しない場合の注意点≫
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 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

「ＮＲＫ確認エラー」が表示されたときの対応

データを送信後、ＷＥＢ事務システム『データ送信状況照会 一覧』の『ＮＲＫ確認有無状況』欄に「有

（○件）確認中」と表示されることがあります。

これは、送信された内容について、ＮＲＫにて精査する必要がある場合に表示されるものです。

運営管理機関より送信の内容についてお問い合わせが入ることがありますので、送信内容が間違い

ないことを確認してください。

間違いがないことが確認できれば、ＮＲＫでＮＲＫシステム（ホスト）登録し、ＷＥＢ事務システムのス

テータスを更新します。

確認の結果データが正しくなかった場合にはエラーとなります。

詳しくは、「02-01-03．エラー発生時の対応を確認する」をご参照ください。
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「制度移換入金対応のお願い」を作成・送信

制度移換金が登録されている企業向けに、制度移換金入金予定日の掛金入金予定日の６営業日前の翌
日に「制度移換入金対応のお願い」メールを送信します。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

４

「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されるプレーヤー

以下の条件に該当する場合、「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されます。

●送信先プレーヤー

下記条件を満たす企業と事務取扱企業（親企業）

条件：「ＷＥＢ事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、ＷＥＢ事務利用可否が「可」、

かつ、制度移換入金データ利用可否が「可」を設定している

●送信先ユーザー

上記プレーヤーの「アップロード＋ダウンロード」権限者
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 ●前提
退職給与制度からの制度移換金（１回目）の入金をする場合です。

企 業

①「制度移換金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信

２

スケジュール

ア サ

ﾁｪｯｸ

企 業

制度移換金額、制度移換期間、移換通算加入者等

期間などを確認

ダ

３

送信期限：

入金予定日

の２営業日

前１７：００ま

で

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

(3)制度移換の登録（退職給与制度初回入金）

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録

Ｏ Ｋ エラー

Ｎ Ｒ Ｋ

①制度移換予定年月日計算

②「制度移換金業務対応のお願い」を作成・送信

１

制度移換入

金予定日の

前月同日の

翌日、前月

同日が存在

しない場合

は前月末日

（非営業日

の場合は前

営業日）の

翌日

Ａ
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※入金予定日の１ヶ月前（前月同日）が存在しない場合は、前月末日（非営業日の場合は前営業日）となります。

「制度移換金データ」の送信

「制度移換金データ」の送信に際しては、加入者登録が完了していることが前提となります。

（１） 登録は入金予定日の2営業日前までに行ってください。

（２）

「制度移換金データ」の確認ポイント

●

データ送信後、データ送信状況照会の画面に表示される合計金額で確認できます。

例：

各加入者の
制度移換金の額
の合計

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

「制度移換業務対応のお願い」を作成・送信

「制度移換予定通知情報」を登録している場合、登録されている入金予定年月日の１ヶ月前の翌日に「制度移
換業務対応のお願い」メールを送信します。

サポートシートでデータを準備する場合、退職給与制度からの制度移換で１回目の入金を行う場合は「制度
移換金（退職給与制度・初回）データ入力シート」（サ-20-B）を使用してください。
アップロードデータを直接作成する場合、「４－１－１．（４）制度移換金データ」をご参照のうえ作成ください。

Bさん 3,500,000

合計額が、各加入者の制度移換金の額を足し上げた合計の認識と一致しているか

18,700,000 Aさん 15,200,000
制度移換金合計額（円） 制度移換金（円）

サア２

分割初回で、複数の「制度移換期間」もしくは「総払込回数」を

混在させて登録する場合

初回登録時に、サポートシートを使用して入力を行い、アップロードします。

個人単位で「制度移換期間」、「総払込回数」の指定ができます。

ア ：アップロード
サ

：サポートシート
画

：画面
ダ

：ダウンロード ：メール
ﾁｪｯｸ

：システム

チェック

１

金額の認識は

あっていますか？

画

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度移換金

（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご参照ください。

ご注意ください

アップロードファイルを作成する際の注意事項
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企業

ＮＲＫシステム（ホスト）に登録された制度移換金額を送金

入金予定日

Ａ

Ｎ Ｒ Ｋ

「制度移換入金対応のお願い」を作成、送信

４
制度移換入

金対応のお

願い作成日

制度移換金

入金予定日

の6営業日

前夜間

制度移換入

金対応のお

願い作成日

翌日の朝
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加入者ごとの制度移換登録内容の確認

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、翌日
にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

制度移換金額、制度移換期間、移換通算加入者等期間などは、
ダウンロードデータの「制度移換状況データ」でご確認ください。

制度移換金の運用割合を指定せず、事業主掛金の運用割合のみ指定を行った場合、事業主掛金の

運用割合で制度移換金の入金後に購入を行います。

３

運用商品の指定を加入後に行う場合、企業から加入者に対してＷＥＢまたはコールセンター等で運用

商品を指定するように、案内ください。

≪運用割合を指定しない場合の注意点≫

ご注意ください

ダ

制度移換金データのイメージ

ＮＲＫで管理する制度移換のデータは、

の３つの項目でデータを管理しており、変更はできません。

分割移換の場合は、初回から最終回まで同一の制度移換年月日でデータを管理します。

①制度移換年月日

②入金予定年月日

③移換元制度区分
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 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

「ＮＲＫ確認エラー」が表示されたときの対応

データを送信後、ＷＥＢ事務システム『データ送信状況照会 一覧』の『ＮＲＫ確認有無状況』欄に「有

（○件）確認中」と表示されることがあります。

これは、送信された内容について、ＮＲＫにて精査する必要がある場合に表示されるものです。

運営管理機関より送信の内容についてお問い合わせが入ることがありますので、送信内容が間違

いないことを確認してください。

間違いがないことが確認できれば、ＮＲＫでＮＲＫシステム（ホスト）登録し、ＷＥＢ事務システムのス

テータスを更新します。

確認の結果データが正しくなかった場合にはエラーとなります。

詳しくは、「02-01-03．エラー発生時の対応を確認する」をご参照ください。
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「制度移換入金対応のお願い」を作成・送信

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換金が登録されている企業向けに、制度移換金入金予定日の掛金入金予定日の６営業日前の翌
日に「制度移換入金対応のお願い」メールを送信します。

４

「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されるプレーヤー

以下の条件に該当する場合、「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されます。

●送信先プレーヤー

下記条件を満たす企業と事務取扱企業（親企業）

条件：「ＷＥＢ事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、ＷＥＢ事務利用可否が「可」、

かつ、制度移換入金データ利用可否が「可」を設定している

●送信先ユーザー

上記プレーヤーの「アップロード＋ダウンロード」権限者
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 ●前提
退職給与制度からの１回目の移換が終わっており、２回目以降の入金をする場合です。

企 業

制度移換金額、制度移換終了区分などを確認

ダ

企 業

①「制度移換金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信

２

スケジュール

ア サ

ﾁｪｯｸ

3

送信期限：

入金予定日

の２営業日

前１７：００ま

で

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

(4)制度移換の登録（退職給与制度２回目以降の入金）

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録

Ｏ Ｋ エラー

Ｎ Ｒ Ｋ

①制度移換予定年月日計算

②「制度移換金業務対応のお願い」を作成・送信

１

制度移換入

金予定日の

前月同日の

翌日、前月

同日が存在

しない場合

は前月末日

（非営業日

の場合は前

営業日）の

翌日

Ａ
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※入金予定日の１ヶ月前（前月同日）が存在しない場合は、前月末日（非営業日の場合は前営業日）となります。

「制度移換金データ」の確認ポイント

● 各加入者の制度移換金の額を足し上げた金額は、認識している合計金額と一致しているか
● 今回、制度移換対象者に分割移換１回目である加入者が混在していないか。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

「制度移換予定通知情報」を登録している場合、登録されている入金予定年月日の１ヶ月前の翌日に
「制度移換業務対応のお願い」メールを送信します。

「制度移換業務対応のお願い」を作成・送信

「制度移換金データ」の送信

ＮＲＫでは、企業の正確な分割移換の入金スケジュールが把握できないため、２回目以降の分割移換入金に
関するスケジュール管理や累計管理は、企業に担っていただくことが原則です。
運営管理機関に確認の上、２回目以降の分割移換入金のための準備をしてください。
サポートシートでデータを準備する場合は、「制度移換金（退職給与制度・二回目以降）データ入力シート」（サ-
20-C）を使用してください。
アップロードデータを直接作成する場合、「４－１－１．（４）制度移換金データ」をご参照のうえ作成ください。

サア２

「移換通算加入者等起点年月日」、「移換通算加入者等期間」等の変更は、退職給与制度初回

のみできます。２回目以降で変更したい場合、ＷＥＢ事務では取扱いできません。担当の運営

管理機関までお問い合わせください。

ア ：アップロード サ ：サポートシート
ダ

：ダウンロード ：メール
ﾁｪｯｸ

：システム

チェック

１

退職給与制度は分割して移換することになります。

この際、初回に送信するデータと２回目以降に送信するデータは異なります。

ＣＳＶでデータ送信する場合、「移換通算加入者等起点年月日」「移換通算加入者等期間」は

分割初回のときに登録しているため、不要です。

正しくない入力をした場合、エラーとなります。

ご注意ください

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度

移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご

参照ください。

ご注意ください

アップロードファイルを作成する際の注意事項
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企業

ＮＲＫシステム（ホスト）に登録された制度移換金額を送金

入金予定日

Ａ

Ｎ Ｒ Ｋ

「制度移換入金対応のお願い」を作成、送信

４
制度移換入

金対応のお

願い作成日

制度移換金

入金予定日

の6営業日

前夜間

制度移換入

金対応のお

願い作成日

翌日の朝
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加入者ごとの制度移換登録内容の確認

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、
翌日にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

制度移換金額と制度移換終了区分などは、ダウンロードデータの
「制度移換状況データ」でご確認ください。

３

ダ

制度移換の払込みが完了するまで、他のＤＣへの移換や給付金の支払いができません。

今回の払込みですべての払込みが完了する場合、「制度移換金データ」の「制度移換終了区分」に「 2 」

（終了）を設定してください。

（「 2 」（終了）の設定がないとＮＲＫでは制度移換の完了が認識できません。）

ご注意ください

払込みが終了するはずであったが、終了区分「 2 」を入れなかった場合

今回の払込みで全払込みが完了するにも関わらず、万が一、終了区分「 2 」（終了）の入力を間違えて

「 1 」と入力してしまった場合は、サポートシートの「制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ

入力シート（サ-44）」を使用してデータを作成の上、送信し、終了区分の「 2 」（終了）を登録してください。

アップロードデータを直接作成する場合、「４-１-１．（５）制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）デー

タ」をご参照のうえ作成ください。

サア
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「制度移換入金対応のお願い」を作成・送信

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換金が登録されている企業向けに、制度移換金入金予定日の掛金入金予定日の６営業日前の翌
日に「制度移換入金対応のお願い」メールを送信します。

４

「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されるプレーヤー

以下の条件に該当する場合、「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されます。

●送信先プレーヤー

下記条件を満たす企業と事務取扱企業（親企業）

条件：「ＷＥＢ事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、ＷＥＢ事務利用可否が「可」、

かつ、制度移換入金データ利用可否が「可」を設定している

●送信先ユーザー

上記プレーヤーの「アップロード＋ダウンロード」権限者
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3-2-3(5)制度移換登録内容の訂正-1

 ●前提
加入者登録が完了していること。
一度登録した制度移換の内容が正しくなかった場合の手続きです（入金予定日の２営業日前までは訂正することが
できます）。

企 業

①制度移換登録内容を修正するため、再度、「制度移換

金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信
１

ア サ

企 業

制度移換金額、移換通算加入者等期間などを確認

ダ

スケジュール

ﾁｪｯｸ

２

送信期限：

入金予定日

の２営業日

前１７：００ま

で

(5)制度移換登録内容の訂正

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

エラーＯ Ｋ

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録

Ａ
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制度移換登録内容を修正する「制度移換金データ」の送信

「制度移換金データ」修正時の確認ポイント

（１） 登録の修正は入金予定日の２営業日前までに行ってください

（２） 訂正できる項目は、以下となります

≪厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度≫ ≪退職給与制度　初回入金≫

① 入金予定年月日　※１ ① 入金予定年月日　※１
② 移換通算加入者等期間起点年月日 ② 制度移換期間（年数、月数）
③ 移換通算加入者等期間（年数、月数） ③ 制度移換額総払込回数
④ 制度移換額 ④ 制度移換終了区分　※２

⑤ 移換通算加入者等期間起点年月日
⑥ 移換通算加入者等期間（年数、月数）
⑦ 制度移換額

≪退職給与制度　２回目以降の入金≫

① 入金予定年月日　※１
② 制度移換終了区分　※２
③ 制度移換額

※１ 入金予定年月日（YYYYMMDD）のうち、日（DD）のみ訂正できます。
年月（YYYYMM）の訂正はできません。

※２ 「 1 」（移換中）→「 2 」（移換終了）への訂正はできます。
逆の「 2 」→「 1 」への訂正はできません。

上記以外のデータ項目を訂正する場合には、運営管理機関までお問い合わせください。

（３）

（４）

データの設定は加入者ごとに行い、訂正対象加入者を含む全員分のデータを送信してください。
 （訂正がない加入者分も含めて全員分を再度送信する）

金額を０円で入力した場合、登録内容の取消し扱いとなり、確認が必要なため「ＮＲＫ確認エラー」と
なります。送信内容に間違いがないことを確認してください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

送信済データについて、登録内容の間違いや金額の間違いが判明した場合、正しいデータを再度送信
することにより、データの訂正、追加ができます。

１

ア ：アップロード サ ：サポートシート
ダ

：ダウンロード ：メール ﾁｪｯｸ
：システム

チェック

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度移換

金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご参照くだ

さい。

ご注意ください

アップロードファイルを作成する際の注意事項



3-2-3(5)制度移換登録内容の訂正-3

企業

ＮＲＫシステム（ホスト）に登録された制度移換金額を送金

入金予定日

Ａ

Ｎ Ｒ Ｋ

「制度移換入金対応のお願い」を作成、送信

３
制度移換入

金対応のお

願い作成日

制度移換金

入金予定日

の6営業日

前夜間

制度移換入

金対応のお

願い作成日

翌日の朝
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最初の作成データ

修正データ

加入者ごとの制度移換登録内容の確認

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、翌日
にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

２

ｶｸﾃｲ ｼﾞﾛｳさんの金額が正しくない

誤）１５０００

正）１５００００

150000

（３）訂正分だけでなく、全

員分のデータを作成してく

ださい。

（１）入金予定日の２営業

日より前までに作成、送信

してください。

（４）１５００００円の登

録で間違いないことを

確認してください。

（２）修正できる項目であること

を確認してください。



3-2-3(5)制度移換登録内容の訂正-5

「制度移換入金対応のお願い」を作成・送信

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換金が登録されている企業向けに、制度移換金入金予定日の掛金入金予定日の６営業日前の翌
日に「制度移換入金対応のお願い」メールを送信します。

３

「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されるプレーヤー

以下の条件に該当する場合、「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されます。

●送信先プレーヤー

下記条件を満たす企業と事務取扱企業（親企業）

条件：「ＷＥＢ事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、ＷＥＢ事務利用可否が「可」、

かつ、制度移換入金データ利用可否が「可」を設定している

●送信先ユーザー

上記プレーヤーの「アップロード＋ダウンロード」権限者
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3-2-3(6)分割移換中で加入者資格喪失するとき-1

 ●前提
加入者登録が完了していること。退職給与制度からの制度移換が継続中（分割移換中）で、従業員の退職、資格喪失
年齢到達等で加入者資格喪失した場合の手続きです。

企 業

①「制度移換金（分割移換）入金未完了者のお知らせ」を

参照し、制度移換が継続中に加入者資格喪失した加

入者を確認

②「制度移換金データ」の作成

③「制度移換金データ」の送信

ア サ

１

Ａ

スケジュール

送信期限：

入金予定日

の２営業日

前１７：００ま

で

(6)退職給与制度からの制度移換が継続中（分割移換中）で

加入者資格喪失するとき

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

Ｎ Ｒ Ｋ

「制度移換金（分割移換）入金未完了者のお知らせ」

（帳票）の作成、送付

送付

帳票

ﾁｪｯｸ

Ｏ Ｋ エラー

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録

送付

帳票



3-2-3(6)分割移換中で加入者資格喪失するとき-2

例：

 2：移換終了

元制度  １３．退職給与制度  １３．退職給与制度

制度移換年月日  2010/1/1  2010/1/1

入金予定年月日  2014/1/27  2014/1/27

制度移換終了区分  1：移換中

退職者

必ず他の加入者の制度移換金の
入金予定年月日と同日

加入者資格喪失者のみの
制度移換金の入金の場合

例：

同月に同一移換元制度、同一制度移換年月日で
他の加入者の制度移換金入金もある場合

入金予定
年月日

分割移換中の加入者が加入者資格を喪失した場合（資格喪失年齢到達を含む）には、加入者資格を喪
失した日の翌月末日までに、払込みが終了していない金額を一括して入金（未移換分の入金）し、終了さ
せます。
ＮＲＫでは未移換分の入金漏れを防ぐ為に分割移換中かどうかを確認し、分割移換中の場合は、NRKで
加入者資格喪失のホスト登録を行った翌営業日に企業へ「制度移換金（分割移換）入金未完了者のお
知らせ」（帳票）を送付します。

任意の日を設定可能

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換が継続中（分割移換中）の加入者が加入者資格喪失
（資格喪失年齢到達を含む）する際の「制度移換金データ」の送信

他の加入者

サア
１

ご注意ください

１０月末９月末２０１４年 ８月末

加入者資格喪失日の翌月末日

以前の規約で定める日までに

未移換分を一括して入金

加入者資格喪失日

２０１４年９月１９日

制度移換の払込みが完了するまで、他のＤＣへの移換や給付金の支払いができません。

今回の払込みですべて払込みが完了する場合は、「制度移換金データ」の「終了区分」には、半角数字

の「 2 」（終了）を設定してください（「 2 」（終了）の設定がないとＮＲＫでは制度移換の完了が認識でき

ません）。また、合計金額と入金予定年月日に間違いがないよう注意してください。

同月内に同一移換元制度、同一制度移換年月日のときは、

入金予定年月日は１つしか登録できない制約があります。

ア ：アップロード サ ：サポートシート ：メール ﾁｪｯｸ
：システム

チェック
紙 ：帳票



3-2-3(6)分割移換中で加入者資格喪失するとき-3

企 業

ＮＲＫシステム（ホスト）に登録された制度移換金額を送金

企 業

制度移換金額、制度移換終了区分を「 2 」（終了）に

なっていることを確認

ダ

２

入金予定日

Ａ

Ｎ Ｒ Ｋ

「制度移換入金対応のお願い」を作成、送信

３
制度移換入

金対応のお

願い作成日

制度移換金

入金予定日

の6営業日

前夜間

制度移換入

金対応のお

願い作成日

翌日の朝



3-2-3(6)分割移換中で加入者資格喪失するとき-4

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

●「制度移換金額」には残額を入力。

例：制度移換金４０，０００円を４回分割にて移換するケースで、２回分の払込み後、資格喪失した場合

制度移換金４０，０００円のうち２回分２０，０００円の払い込みは終了。

したがって、残額は、２０，０００円である。

「制度移換額」

２０，０００円

「制度移換終了区分」

2

●各加入者の制度移換金の額を足し上げた金額が、データ送信後に画面表示される合計額の認識と

一致しているか

●今回、制度移換対象者に分割移換１回目である加入者が混在していないか。

「制度移換金データ」作成のポイント

今回の払込みですべて払込みが完了するにも関わらず、終了区分「 2 」（終了）の入力を正しくない「 1 」

と入力してしまった場合は、サポートシートの「制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ入力

シート（サ-44）」を使用してデータを作成の上、送信し、終了区分の「 2 」（終了）を登録してください。

アップロードデータを直接作成する場合、「４-１-１．（５）制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）デー

タ」をご参照のうえ作成ください。

ア サ払込みが終了するはずであったが、終了区分「 2 」を入れなかった場合

ア ：アップロード サ ：サポートシートダ ：ダウンロード

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度移

換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご参照く

ださい。

ご注意ください

アップロードファイルを作成する際の注意事項



3-2-3(6)分割移換中で加入者資格喪失するとき-5

加入者ごとの制度移換登録内容の確認

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、翌日
にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換金額と制度移換終了区分などは、ダウンロードデータの
「制度移換状況データ」で確認ください。

ア ：アップロード サ ：サポートシートダ ：ダウンロード

２

加入者資格喪失後に分割制度移換金の初回登録がされていない状態で、老齢給付金や障害給付金

等の給付裁定や移換指示を行うと、未移換金を含めずに金額の計算をします。

加入者資格喪失者には、未移換分の全額が入金された日の翌月以降に裁定請求や移換の手続きを

行うよう案内をお願いします。

未移換分の入金を待たない場合、給付や移換でＮＲＫの外に出ていく資金と制度移換として入金される

資金が別々になり、一部金額の処理が遅延することになります。

ご注意ください

ダ



3-2-3(6)分割移換中で加入者資格喪失するとき-6

「制度移換入金対応のお願い」を作成・送信

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

制度移換金が登録されている企業向けに、制度移換金入金予定日の掛金入金予定日の６営業日前の翌
日に「制度移換入金対応のお願い」メールを送信します。

３

「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されるプレーヤー

以下の条件に該当する場合、「制度移換入金対応のお願い」メールが送信されます。

●送信先プレーヤー

下記条件を満たす企業と事務取扱企業（親企業）

条件：「ＷＥＢ事務 利用企業登録依頼書(10008)」にて、ＷＥＢ事務利用可否が「可」、

かつ、制度移換入金データ利用可否が「可」を設定している

●送信先ユーザー

上記プレーヤーの「アップロード＋ダウンロード」権限者



3-2-3(7)分割移換を異動元企業で終了させる-1

 ●前提
所属企業変更（プラン内異動）をする予定で、退職給与制度からの制度移換（分割移換）を異動元企業で終了する場合
です。ＤＣへの払込みが終了していない金額（分割移換の未移換額）をすべて異動元企業にて払込みます。

送信期限：

入金予定日

の２営業日

前１７：００ま

で

(7)退職給与制度からの制度移換（分割移換）を異動元企業で終了させる

Ｏ Ｋ

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

エラー

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録

異 動 元 企 業

制度移換金額、制度移換終了区分が「 2 」になって

いることを確認

ダ

３
登録翌営業

日以降

異 動 元 企 業

①「制度移換金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信

ア サ

１

２

Ａ

ﾁｪｯｸ

スケジュール



3-2-3(7)分割移換を異動元企業で終了させる-2

入金予定年月日  2014/1/27  2014/1/27

制度移換終了区分  1：移換中  2：移換終了

制度移換年月日  2010/1/1  2010/1/1

同月に同一移換元制度、同一制度移換年月日で
他の加入者の制度移換金入金もある場合

入金予定
年月日

元制度  １３．退職給与制度  １３．退職給与制度

他の加入者 退職者

例）

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

分割移換中の所属企業変更（プラン内異動）における「制度移換金データ」の送
信（分割移換を異動元企業で終了させる場合）

加入者資格喪失者のみの
制度移換金の入金の場合

分割移換中に所属企業変更（プラン内異動）をする場合、あらかじめ分割移換の未移換分は異動元企
業ですべて払込み、分割移換を終了させておく必要があります。

「制度移換金データ」の登録が完了していることを確認してから、翌日（エラーなく正常に終了した場合）
以降に「所属企業変更データ」を送信してください。

なお、分割移換中にプラン内異動がある場合の取扱いは、こちらで案内している手続きにて進めること
が原則とします。未移換分を異動先に引き継ぐ方法は、異例手続きとして取扱います。

必ず他の加入者の制度移換金の
入金予定年月日と同日

任意の日を設定可能

サア１

ご注意ください

制度移換の払込みが完了するまで、他のＤＣへの移換転出や給付金の支払いができません。

今回の払込みですべての払込みが完了する場合は、「制度移換金データ」の「終了区分」には、半角数

字の「 2 」（終了）を設定してください（「 2 」（終了）の設定がないとＮＲＫでは制度移換の完了が認識で

きません）。また、合計金額と入金予定年月日に間違いがないよう注意してください。

同月内に同一移換元制度、同一制度移換年月日のときは、

入金予定年月日は１つしか登録できない制約があります。

：メール
ﾁｪｯｸ

：システム

チェックア ：アップロード サ ：サポートシートダ ：ダウンロード

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度移

換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご参照く

ださい。

ご注意ください

アップロードファイルを作成する際の注意事項



3-2-3(7)分割移換を異動元企業で終了させる-3

異 動 元 企 業

「所属企業変更データ」の作成、送信。

「３-２-５．同一プラン内で企業を異動する際の

手続（企業間異動）」をご参照ください。

画ア サ

入金予定日

Ａ

異 動 元 企 業

ＮＲＫシステム（ホスト）に登録され

た制度移換金額を送金



3-2-3(7)分割移換を異動元企業で終了させる-4

「制度移換金データ」の確認ポイント

●
●

●

●

加入者ごとの制度移換登録内容の確認

「移換通算加入者等起点年月日」「移換通算加入者等期間」が入力されていないか

分割移換の未移換額が全額入力されているか

制度移換金額と制度移換終了区分などは、ダウンロードデータの
「制度移換状況データ」でご確認ください。

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

合計額が、各加入者の制度移換金の額を足し上げた合計の認識と一致しているか
今回、制度移換対象者に分割移換１回目である加入者が混在していないか

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、翌日
にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

ア ：アップロード サ ：サポートシートダ ：ダウンロード 画 ：画面

３

ダ

２



3-2-3(8)分割移換の未移換分を異動先企業に引継ぐ-1

 ●前提
所属企業変更（プラン内異動）をする予定で、ＤＣの払込みが終了していない金額（分割移換の未移換分）を異動先企
業に引継ぐ場合の手続きです。（異例手続きとして取扱います）

(8)退職給与制度からの制度移換（分割移換）の未移換分を

異動先企業に引継ぐ

スケジュール

送信期限：

入金予定日

の２営業日

前１７：００ま

で

ﾁｪｯｸ

「２-１-３．エラー発生時の対応を

確認する」をご参照ください。

異 動 元 企 業

①「制度移換金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信

ア サ

１

Ａ

異 動 元 企 業

制度移換金額、制度移換終了区分が「 2 」（終了）に

なっていることを確認

ダ

２

Ｏ Ｋ エラー

Ｎ Ｒ Ｋ

ＮＲＫシステム（ホスト）登録



3-2-3(8)分割移換の未移換分を異動先企業に引継ぐ-2

分割移換の未移換分を異動先企業に引継ぐ場合における「制度移換金データ」の送信

●

●

制度移換終了区分は、ダウンロードデータの「制度移換状況データ」でご確認ください。

エラーがあった場合は、「２-１-３．エラー発生時の対応を確認する」を確認後、再度送信してください。

加入者所属企業変更通知

制度移換登録の確認後、「所属企業変更データ」を送信します。

ＮＲＫシステム（ホスト）に送信したデータが、正常にＮＲＫシステム（ホスト）登録が行われた場合、
翌日にメールにて登録完了をお知らせします。
「確定拠出年金業務に関するお知らせ」画面をご参照ください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

異
 

動
 

元
 

企
 

業

異動元企業で登録する「制度移換入金終了データ」は、「所属企業変更データ」のＮＲＫシステム（ホスト）
登録前に送信してください

異動先企業に引継いだ未移換分の取扱いは、異動先企業で実施済の制度移換の取扱い内容に従
います（後述の異動先企業での「制度移換金データ」作成のポイントをご参照ください）

加入者ごとの制度移換登録内容の確認

分割移換中にプラン内異動し、異動先企業で分割移換を継続させる場合は、異動元企業で分割移

換を終了させた後、所属企業変更（プラン内異動）の手続きを行います。

その後、異動先企業にて異動元企業での未移換分の制度移換金の登録と入金を行います。

①

②

対象者の「制度移換終了区分」には「 2 」（終了）を入力してください

「制度移換年月日」には、分割移換中の制度移換で登録している日付を入力してください

異動元企業での「制度移換入金終了データ」作成のポイント サア

１

：メール
ﾁｪｯｸ

：システム

チェックア ：アップロード サ ：サポートシートダ ：ダウンロード 画 ：画面

３

２

ダ

「３－２－３．他の退職金制度から資産を持込む手続き（制度移換）（９）「制度移換金データ」「制度

移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイル作成時に注意すること」をご

参照ください。

ご注意ください

アップロードファイルを作成する際の注意事項



3-2-3(8)分割移換の未移換分を異動先企業に引継ぐ-3

スケジュール

「（３）制度移換金データの登録（退職給

与制度初回入金）」のフローへ

※概要ページから参照してください。

Ａ

登録日の

翌日

異 動 先 企 業

①「制度移換金データ」の作成

②「制度移換金データ」の送信

ア サ

４

異 動 元 企 業

加入者所属企業変更通知データの作成、送信。

「３-２-５．同一プラン内で企業を異動する際の手続

（企業間異動）」をご参照ください。

画ア サ

３



3-2-3(8)分割移換の未移換分を異動先企業に引継ぐ-4

 ●前提

異動先企業での「制度移換金データ」入力のポイント

●

●

制度移換年月日 ： 異動元企業と同じ
移換元制度区分 ： 異動元企業と同じ
制度移換期間 ： 異動元企業と同じ
制度移換額総払込回数 ： 異動元企業と同じ
制度移換終了区分 ： 1　（移換中）
移換通算加入者等期間起点年月日 ： 異動元企業と同じ
移換通算加入者等期間年数 ： ０年
制度移換額 ： 今回の払込み金額

サポートシートは「制度移換金（退職給与制度・初回）データ入力シート」（サ-20-B）を使用し、ＣＳＶファ
イルは「制度移換金データ」（ア-CSV-20）を使用します。

異
 

動
 

先
 

企
 

業

異動元企業の制度移換の情報を登録します。ただし、「制度移換額」、「移換通算加入者等期間」につい
てはご注意ください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

（１）異動元企業の制度移換が終了している
（２）異動元企業のプラン内異動が終了している
（３）異動先企業で制度移換を継続する

４

● 制度移換額は、今回払込む金額となります

● 移換通算加入者等期間は、０年としてください（移換通算加入者等期間は異動先に引き継がれてい

ます）

異動先企業の払込み回数は１回目となります。以降、１回目からカウントアップしますので、加入者ご

との実際の回数と異なります。加入者ごとの実際の払込み回数は企業で管理してください。

ご注意ください

ア ：アップロード サ ：サポートシート 画 ：画面
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●「制度移換金データ」「制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップロードファイルを
作成する際には、下記の点にご注意ください。

制度移換金データ（「制度移換金データ」「制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」）の登録については、

１ファイル内に複数入金分のデータを混在させてアップロードすることができます。
その場合、「プラン番号」「企業コード」「入金予定年月日」「制度移換年月日」「移換元制度区分」ごとにデータが
纏まる様に作成してください。

作成における正しい例と誤った例を記述いたします。

正しい例：

レコード№

赤枠で囲われたごとに、纏めて作成されています。

誤った例：

レコード№

赤枠で囲われた中に、纏まらないデータ（赤字）が混在して作成されています。
このようなデータをホストに送信すると、ホスト処理でエラーとなります。

※プラン番号、企業コード、加入者番号は、分かり易くするため「プラン１」「企業Ａ」「加入者Ａ～Ｈ」
　 と記載しています。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

プラン番号 企業コード 加入者番号 入金予定年月日 制度移換年月日 移換元制度区分

2  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｂ 2014/05/20 2014/5/1

1  プラン１ 13

13

13

2014/05/20 2014/5/1企業Ａ 加入者Ａ

14

14

13

企業Ａ 加入者Ｃ 2014/05/20 2014/5/13

6

企業Ａ 加入者Ｇ 2014/10/20 2014/10/1

 プラン１ 企業Ａ 加入者Ｆ 2014/10/20 2014/10/1

4  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｄ 2014/05/20 2014/5/1

2014/10/20 2014/10/15  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｅ

 プラン１

14

8  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｈ 2014/10/20 2014/10/1 14

7  プラン１

制度移換年月日 移換元制度区分

13

 プラン１ 13

2014/05/20

プラン番号 企業コード 加入者番号 入金予定年月日

2014/5/1

企業Ａ 加入者Ｄ 2014/05/20 2014/5/1

2014/5/1

加入者Ａ 2014/05/20

2  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｂ

1 企業Ａ

 プラン１ 企業Ａ 加入者Ｆ 2014/10/20 2014/10/1

13

3  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｃ 2014/05/20 2014/5/10 13

14

5  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｅ 2014/10/20 2014/10/1 14

6

4  プラン１

13

8  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｈ 2014/10/20 2014/10/1 14

7  プラン１ 企業Ａ 加入者Ｇ 2014/10/20 2014/10/1

（９）「制度移換金データ」「制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ」のアップ

ロードファイル作成時に注意すること
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●サポートシートファイル名とＷＥＢ事務画面で選択するデータ種別の名称が異なっておりますので、
ご注意ください。

データ種別「制度移換終了区分の終了登録データ」のサポートシートファイル名は、
「サ-44 制度移換金（退職給与制度・入金なし終了）データ入力シート」です。

【データファイル送信　内容】画面

【サポートシート　対象シート選択】画面

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点
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 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

移換元の確定給付制度から制度移換金を受け入れるまでの各関係者の役割の概要です。

なお、企業、厚生年金基金、運営管理機関、確定給付年金制度の総幹事受託機関の役割は、以上の限りでは
ありません。必ず、運営管理機関にご確認ください。

制度移換金の受け入れ

資 産 管 理 機 関

①移換に関する労使合意・移換元制度

管轄省庁の認可・届出等

②各加入者の制度移換に関する

期間・金額等の決定と

累計管理（分割移換の場合）

③制度移換金データの送信（Ｂ）

④資産管理機関への制度移換金送金 （Ｅ）

⑤移換元となる確定給付制度において

本人負担分の掛金拠出がある場合の

制度移換に関する際の同意取付け

企 業

制度移換金に対する運用割合の指定

企 業

社員（加入者）

ご参考

企業および総幹事受託機関

との折衝（中小企業退職金共済・厚生年金

基金・確定給付企業年金制度からの移換

の場合）（Ａ）

運 営 管 理 機 関

本マニュアルの記載範囲

①受信データの登録

②登録内容の企業への連絡 （Ｃ）

③資産管理機関への

制度移換金額通知 （Ｄ）

Ｎ Ｒ Ｋ

(E)

（Ａ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

資産管理機関への制度移換金送金

厚生年金基金（企業年金基金）

厚生年金基金からの制度移換の場合

確定給付企業年金等からの制度移換の場合

① 確定給付制度の加入者ごとの解約金計算

② 企業への資産返還日の決定

③ 企業への制度移換金の送金

確定給付年金制度の総幹事受託機関

（Ｄ）
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① 移換通算加入者等期間起点年月日 ② 移換通算加入者等期間起点年月日 確定拠出年金の加入年月日

１９７３年７月１日 １９８３年７月１日 ２００３年８月１日

制度移換金データの登録内容

② 移換通算加入者等期間起点年月日 ① 移換通算加入者等期間起点年月日 確定拠出年金の加入年月日

１９７３年７月１日 １９８３年７月１日 ２００３年８月１日

制度移換金データの登録内容

３０年１ヵ月

移換通算加入者等期間

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

複数制度移換の場合 ①と②の制度を同時に制度移換

① 移換通算加入者等期間起点年月日 １９７３年７月１日 移換通算加入者等期間

② 移換通算加入者等期間起点年月日 １９８３年７月１日 移換通算加入者等期間

複数制度移換の場合

０年０ヵ月

①のあとに時期をずらして②を制度移換

① 移換通算加入者等期間起点年月日 １９８３年７月１日 ２０年１ヵ月

② 移換通算加入者等期間起点年月日 １９７３年７月１日 移換通算加入者等期間 １０年０ヵ月

移換通算加入者等期間 ３０年１ヵ月

この期間は、重複するため算入しません

移換通算加入者等期間 １０年０ヵ月

移換通算加入者等期間 ２０年１ヵ月

この期間は、重複するため算入しません
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確定拠出年金開始後に
制度移換を実施する場合の「移換通算加入者等期間」について

確定拠出年金導入後に別途制度移換を実施する場合の「移換通算加入者等期間」は、確定拠出年金に
おける加入年月までの期間を算入しますが、加入年月以降も重複して算入しているケースが多く
発生しており、以下のエラーが多発しています。

【エラーコード：APL3637E】
「移換通算加入者等起点年月日」とNRK登録内容から算出される、
確定拠出年金に算入できる期間より多い期間が「移換通算加入者等期間」に設定されています。

運営管理機関の指示のもとNRKにて強制登録は可能ですが、重複して登録されている期間について
検知されるタイミングが以下の通り異なるため、正しい登録期間か確認のうえ強制登録依頼をしてください。

＜制度移換後に確定給付企業年金からの移換や
他の確定拠出年金からの移換がある場合・・・裁定前に検知可能＞

制度移換により算入された期間と移換元の制度から引き継がれた期間の両方が登録された時点で
重複有無を確認し、必要に応じて制度移換により算入された移換通算加入者等期間をNRKにて
減算します。
※事業主起因による移換で大量に期間修正が発生した場合は、個別に対応をご相談させて
いただく場合がございます。

＜制度移換後に移換がない場合・・・裁定前に検知不可＞

制度移換後に移換がないと期間の重複を検知することが不可となり、裁定時に判明することになります。
そのため、制度移換登録時に正しい期間なのか必ず確認のうえ、ご登録ください。

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

ご注意ください

移 換 通 算 加 入 者 等 期 間

移換通算加入者等期間起点年月日 確定拠出年金の加入年月日 企業の制度移換年月日

移 換 通 算 加 入 者 等 期 間

正

誤

重 複 期 間
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60歳到達後も加入可能なプランの注意点

① 通算加入者等期間として算入可能な期間は、60歳までの期間に限られるため注意が
必要です。

　　（改正法54条「六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る」）　

「移換通算加入者等期間」

② 通算拠出期間として算入可能な期間は、60歳超の期間を含むため注意が必要です。
　　（法附則第3条の「通算拠出期間」は、「60歳以上の企業型年金加入者期間を含む」と解釈される。）

「通算拠出期間」
移換元制度の通算拠出期間です。

　

60歳到達後も加入可能なプランにおいて「移換通算加入者等期間」として算入可能な期間は、

60歳までの期間（60歳到達日の前日が属する月まで）に限られます。

資格喪失時の最終拠出（喪失月の前月分までが対象）とは異なり、終点は60歳到達日の前日が

属する月までです。登録を誤ると受給権取得時期が1年後ろ倒しとなってしまう可能性があります。

ご注意ください

 事 務 の ポ イ ン ト と 注 意 点

60歳迄の期間（起点年月日＋通算加入者等期間＝60歳到達日の前日が属する月
まで）です。

60歳以上での加入者の場合、「60歳到達日の前日が属する月」の次月以降を含む
期間です。なお、60歳未満での加入者の場合、記入不要です。（移換通算加入者等
期間と同一と見做します）

Aさんの60歳到達日（誕生日の前日）

2017年6月2日

60歳到達日の前日の属す

る月を2017年5月とした場合

通算加入者等期間は3年11ヶ月

となり64歳で受給権取得となっ

てしまいます

例) Aさんの場合

生年月日 1957年6月3日

企業は資格喪失年齢を63歳に設定

Aさんの60歳到達日の前日

2017年6月1日＝

Aさんの60歳到達日の前日の属する月

2017年6月 ← ×2017年5月

移換通算加入者等期間起点年月日

2013年7月1日

確定拠出年金の

加入年月日

2019年7月1日

Aさんの63歳到達日
（誕生日の前日）

2020年6月2日

移 換 通 算 加 入 者 等 期 間

4年0ヶ月（2013年7月1日～2017年6月までをカウント）

通 算 拠 出 期 間

6年0ヶ月（2013年7月1日～2019年6月までをカウント）

受給権取得
（4年あるので63歳）
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